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　4月から、入院と在宅療養の負担に公平を
期すため、入院時の食事代の自己負担額が、
段階的に見直されることになりました。

※低所得区分Ⅰ・Ⅱの適用を受けるため
　には、保険者が発行する「限度額適用
　・標準負担額減額認定証」か「標準負
　担額減額認定証」が必要です。

◎低所得区分は引き上げられません。
◎指定難病患者・小児慢性特定疾病患者

◎一般の負担額は、平成30年度にも100
　円引き上げられます。

　も現行負担額のままです。

問い合わせ
　市民生活部保険・医療課（庁舎1階）

☎43-0500

入院時の食事代が入院時の食事代が入院時の食事代が
　　　見直されます　　　見直されま　　　見直されます

今
月
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
情
報

今今今今今今今今今今今今
月月月月月月月月月月月月
のののののののののののの
ママママママママママママ
イイイイイイイイイイイイ
ナナナナナナナナナナナナ
ンンンンンンンンンンンン
ババババババババババババ
ーーーーーーーーーーーー
情情情情情情情情情情情情
報報報報報報報報報報報報

今今今今今今今今今今今今
月月月月月月月月月月月月
のののののののののののの
ママママママママママママ
イイイイイイイイイイイイ
ナナナナナナナナナナナナ
ンンンンンンンンンンンン
ババババババババババババ
ーーーーーーーーー
情情情情情情情情情情情情
報報報報報報報報報

今
月
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
情
報

今
月
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
情
報

現行 平成28年度～

100円

変更なし

変更なし

低所得Ⅱ

低所得Ⅰ

所得区分 １食の負担額

210円

一般一般一般 360円260円

対象者　加東市に住民登録があり、市民税所得割
　が非課税の方で、次のいずれかに該当する方
　①満65歳以上の方
　②身体障害者手帳1級～6級をお持ちの方
　　（申請時には手帳を持参してください）
助成額　1回につき500円（医療行為を除く）
　　　　※申請時から1か月あたり1枚を交付します。
申込開始　3月28日（月）から（平日のみ）
申込時に必要なもの
　○対象者本人が申請する場合
　　印鑑、本人確認書類
　○代理人が申請する場合
　　対象者の印鑑と対象者本人の本人確認書類
　　代理人の印鑑と代理人の本人確認書類
申し込み・問い合わせ　
　福祉部高齢介護課（庁舎1階）　☎43-0440
　

☎0570-783-578（ナビダイヤル）
　（日本語）
☎0570-064-738（ナビダイヤル）
　（外国語対応）
　※ナビダイヤルは通話料がかかり
　　ます。

◎IP電話等で左記ダイヤルに
　つながらない場合
　☎050-3818-1250
　※紛失等による個人番号カードの
　　一時停止申請は、同じ番号で24
　　時間365日受け付けています。

◎
本
人
確
認
書
類

◎
本
人
確
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書
類

◎
本
人
確
認
書
類

個人番号カードコールセンター
個人番号や通知カード、個人番号カードの問い合わせ
個人番号カ ド ルセ タ
個人番号 通知 ド 個人番号 ド 問 合個人番号や通知カード、個人番号カードの問い合わせ個人番号や通知カード、個人番号カードの問い合わせ個人番号や通知カード、個人番号カードの問い合わせ

問い合わせ　市民生活部市民課（庁舎 1階）　☎43-0390

受付時間　平　日　8 時30分～22時　土・日・祝　9 時30分～17時30分
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平成28年度の申請は3月28日（月）から受付開始

◎本人確認書類は、マイ
　ナンバーと同じです。
　右ページをご確認く
　ださい。
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　毎年3月は、住所を変更される方な
どの届出が多く、窓口が混み合うこ
とが予想されます。マイナンバー関
連の手続きや住民票・戸籍
関連の手続きには、あらか
じめ日・時間に余裕を持っ
てお越しください。
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。

　加東市では、高齢者や障がいをお持ちの方が、はりや
マッサージなどの施術を受けられる際、その費用の一部
を助成するための利用券を交付しています。
　現在お持ちの利用券は、3月31日（木）まで利用できま
す。平成28年4月以降に利用できる券の交付を希望され
る方は、3月28日（月）以降に、高齢介護課で交付を申請
してください。

郵便局のサービスのひとつで、郵便物等に
記載された方、また
は、差出人が指定した
人に限り、郵便物等を
お渡しするものです。
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